
議案第69号 

 

備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 

 

令和5年6月5日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(平成30年備前市条例第33

号)の一部を次のように改正する。 

 

第6条中「50キロワット」を「10キロワット」に改める。 

第12条第3項中「第11条」を「前条」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)

の翌日以後に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第

108号)第9条第4項による経済産業大臣の認定(以下この項及び次項において「経済産業大臣の

認定」という。)を受けた事業等に適用し、施行日以前に経済産業大臣の認定を受けた事業等
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(次項の事業等を除く。)については、なお従前の例による。 

3 施行日以前に経済産業大臣の認定を受けた事業等のうち、施行日以後に太陽光発電設備を設

置する工事に着手する事業等であって、新たに新条例第6条の要件を満たすものについては、

新条例第7条及び第8条の要件を満たしているものとみなす。この場合において、新条例第9条

第1項の規定の適用については、同項中「当該工事に着手しようとする日の60日前までに」と

あるのは、「速やかに」とする。 
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議
案
第
6
9
号
参
考
資
料
 

備
前
市
生
活
環
境
と
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
事
業
と
の
調
和
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
適
用
範
囲

)
 

(
適
用
範
囲

)
 

第
6
条
 
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
発
電
出
力
が
1
0
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
太
陽
光
発
電
設

備
を
設
置
す
る
事
業
等
(
実
質
的
に
同
一
の
事
業
主
が
、
同
時
期
若
し
く
は
近
接
し

た
時
期
に
、
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ

る
場
所
で
、
複
数
の
太
陽
光
発
電
設
備
を

設
置

す
る

事
業

等
で

あ
っ

て
、

当
該

総
発

電
出

力
が

1
0
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

と
な

る

も
の

又
は

既
に

完
了

し
て

い
る

事
業

等
若

し
く

は
施

工
中

の
事

業
等

の
太

陽
光

発

電
設

備
の

変
更

等
を

行
う

事
業

等
で

あ
っ

て
、

当
該

変
更

後
の

発
電

出
力

が
1
0
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
と
な
る
も
の
を
含
む
。
)
に
適
用
す
る
。
た
だ
し

、
建
築
物
に
太
陽

光
発
電
設
備
を
設
置
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
6
条
 
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
発
電
出
力
が
5
0
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
太
陽
光
発
電
設

備
を
設
置
す
る
事
業
等
(
実
質
的
に
同
一
の
事
業
主
が
、
同
時
期
若
し
く
は
近
接
し

た
時
期
に
、
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
場
所
で
、
複
数
の
太
陽
光
発
電
設
備
を

設
置

す
る

事
業

等
で

あ
っ

て
、

当
該

総
発

電
出

力
が

5
0
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

と
な

る

も
の

又
は

既
に

完
了

し
て

い
る

事
業

等
若

し
く

は
施

工
中

の
事

業
等

の
太

陽
光

発

電
設

備
の

変
更

等
を

行
う

事
業

等
で

あ
っ

て
、

当
該

変
更

後
の

発
電

出
力

が
5
0
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
と
な
る
も
の
を
含
む
。
)
に
適
用
す
る
。
た
だ
し

、
建
築
物
に
太
陽

光
発
電
設
備
を
設
置
す
る
場
合
を
除
く
。
 

(
事
業
の
変
更
等
の
届
出
)
 

(事
業
の
変
更
等
の
届
出
)
 

第
1
2
条
 
（
略
）
 

第
1
2
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

事
業

等
の

変
更

を
届

け
出

る
と

き
、

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り
事
業
等
の
再
開
を
届
け
出
る
と
き
は
、
第

7条
か
ら
前
条
 
 
ま
で
の
規
定
を
準

用
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
手
続
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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第
1
項

の
規

定
に

よ
り

事
業

等
の

変
更

を
届

け
出

る
と

き
、

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り
事
業
等
の
再
開
を
届
け
出
る
と
き
は
、
第

7条
か
ら
第
1
1
条
ま
で
の
規
定
を
準

用
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
手
続
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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